
第 58 号議案 

 

滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

の一部改正について 
 

滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

の一部を改正する規則を次のとおり定める。 

 

令和２年２月７日 

滋賀県教育委員会      

 

 

 

滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

の一部を改正する規則 

 

 滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

（昭和 50 年滋賀県教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

  

第 10 条に次の１項を加える。 

５ 連帯保証人の１人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励金の貸与を

受けた者に対しても、その効力を生ずる。 

 

別記様式第１号中 

「４ 連帯保証人は、申請者が貸与を受けた修学奨励金の返還債務の全部に

ついて、連帯して債務を負担します。」 を 「４ 連帯保証人は、申請者

が貸与を受けた修学奨励金の返還債務の全部について、連帯して債務を負担

します。５ 連帯保証人の１人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励

金の貸与を受けた者に対しても、その効力を生ずることとすることについて、

異議はありません。」に改める。 

 

別記様式第６号中 

「３ 連帯保証人は、貸与を受けた者が貸与を受けた修学奨励金の返還債務

の全部について、連帯して債務を負担します。」 を 「３ 連帯保証人は、

貸与を受けた者が貸与を受けた修学奨励金の返還債務の全部について、連帯

して債務を負担します。４ 連帯保証人の１人に対する返還債務の履行の請

求は、修学奨励金の貸与を受けた者に対しても、その効力を生ずることとす

ることについて、異議はありません。」に改める。 
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付 則 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条

例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する滋賀県高等学校等

定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第６条の規定によ

り貸与の決定を受けた修学奨励金に係る保証契約について適用する。 

３ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および

通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整を加えて使用することができる。 
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滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の

一部を改正する規則案要綱 
 
１ 改正の理由 
（１）令和２年４月の民法改正において、連帯保証人に対する履行の請求は主債

務者に対してその効力が生じないこととなります。 

（２）修学奨励金は、高校生が主債務者のため、連帯保証人（保護者等）に対し

て履行の請求をすることも少なくなく、今後、主債務者が所在不明となり、連

帯保証人としか連絡がつかない場合、連帯保証人に対して履行の請求をしても、

主債務者に対する時効は進行を続けることになり、当該時効が完成し、主債務

者に時効の援用をされてしまい、連帯保証債務も消滅してしまうことが想定さ

れます。 

（３）修学奨励金の返還金は、今後貸与する高校生への奨学資金となることから、

債権者としては債務の消滅を出来る限り防ぐ必要があります。 

（４）今回の民法改正では、契約書等に別段の意思（特約）を表示したときは、

連帯保証人に対する履行の請求は、主債務者に対してもその効力が生じるため、 
滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則

（昭和50年滋賀県教育委員会規則第２号）の一部を改正しようとするものです。 

 
２ 改正の概要 
（１）連帯保証人の１人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励金の貸与を

受けた者に対しても、その効力を生ずることとします。（第10条第５項関係） 

 

（２）別記様式第１号「修学奨励金貸与申請書」について、誓約事項に、連帯保

証人の１人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励金の貸与を受けた者に

対しても、その効力を生ずることとすることについて、異議はありませんを明

記します。 

 

（３）別記様式第６号「修学奨励金借用証書」について、誓約事項に、連帯保証

人の１人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励金の貸与を受けた者に対

しても、その効力を生ずることとすることについて、異議はありませんを明記

します。 

 

 

令和２年（2020 年）２月７日 
２ 月 定 例 教 育 委 員 会 
第 5 8 号 議 案 関 係 資 料 
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（４）その他 

ア この規則は、令和２年４月１日から施行することとします。 
イ 改正後の滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条

例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する滋賀県高等学校等

定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則第６条の規定によ

り貸与の決定を受けた修学奨励金に係る保証契約について適用することとし

ます。 
ウ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県高等学校等定時制課程および

通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整を加えて使用することができることとします。 
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滋賀県高等学校等定時制課程および通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則【新旧対照表】 

旧 新 

第 1条から第 10 条 4 省略 

 

 

 

 

第 11 条から第 15 条 省略 

 

第 1 条から第 10 条 4 省略 

 

5 連帯保証人の１人に対する返還債務の履行の請求は、修学奨励金の貸与を受

けた者に対しても、その効力を生ずる。 

 

第 11 条から第 15 条 省略 
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様式第 2号（第 3 条関係）から様式第 5号（第 8条関係） 省略 

 

様式第 2号（第 3条関係）から様式第 5号（第 8条関係） 省略 
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以下 省略 

 

以下 省略 

 

 

- 10 -



 
 

規則の一部改正にかかる補足 

 

現行民法では、連帯債務者間においては共同関係が存在することが多いことから、

請求に絶対的効力が認められていた。しかし、人間関係が希薄な場合もあり、他の連

帯債務者への不利益もあることから、今回の民法改正で、原則としてその効力を相対

的効力とするように改正が行われた。 

ただし、共同関係の有無によって効力を判断するには、明確な基準を設けることが

困難であると考えられ、また現行民法第440条は任意規定であり、任意規定は当事者

間の特約によって絶対的効力とすることは従来から可能であると解されてきた。 

そこで、その旨が今回の改正で条文上明らかにされた。(改正民法第 441 条ただし

書き） 

 
現行民法 ～関連条文～ 
（連帯債務者の一人に対する履行の請求） 
第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力

を生ずる。 
（相対的効力の原則） 
第440条 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた

事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 
（主たる債務者について生じた事由の効力） 
第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対

しても、その効力を生ずる。 
（連帯保証人について生じた事由の効力） 
第458条 第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負

担する場合について準用する。 
 
 

改正民法 ～関連条文～ 
（相対的効力の原則） 
第441条 第438条、第439条第１項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人に

ついて生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他
の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、
その意思に従う。 
（主たる債務者について生じた事由の効力） 
第 457 条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新

は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 
（連帯保証人について生じた事由の効力） 
第458条 第438条、第439条第１項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連

帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。 

 
【参考図】 
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連帯保証人 

〇 現行民法 

× 改正民法 

〇 改正民法 第441条 ただし書き 

 
 

主債務者 
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